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格
者
）

▼
勤
務
内
容
＝
母
子
保
健
事
業
な
ど

▼
募
集
人
員
＝
３
人

▼
受
験
資
格
＝
満
55
歳
以
下
の
方

▼
勤
務
日
＝
月
２
回
程
度

▼
勤
務
時
間
＝
各
事
業
区
分
に
よ
る

▼
雇
用
期
間
＝
平
成
20
年
４
月
１
日

　

～
平
成
21
年
３
月
31
日

▼
日
額
＝
６
千
５
０
０
円
（
通
勤
手

　

当
有
）

　
　
　

健
康
増
進
課
（
谷
和
原
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
）

☎
25
‐
２
１
０
０

■
産
業
政
策
課

▼
募
集
職
種
＝
消
費
生
活
相
談
員

▼
勤
務
内
容
＝
消
費
生
活
に
関
す
る

　

一
般
相
談
お
よ
び
苦
情
相
談
処
理

　

な
ら
び
に
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
事

　

務
に
関
す
る
こ
と

▼
募
集
人
員
＝
１
人

▼
勤
務
日
＝
週
３
日

▼
勤
務
時
間
＝
午
前
８
時
30
分
～
午

　

後
５
時
15
分

▼
受
験
資
格

・
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
付
与
す
る

　

消
費
生
活
専
門
相
談
員
の
資
格
を

　

有
す
る
者

・（
財
）
日
本
産
業
協
会
が
付
与
す

　

る
消
費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
資

　

格
を
有
す
る
者

・（
財
）
日
本
消
費
者
協
会
が
付
与

　

す
る
消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

　

の
資
格
を
有
す
る
者

・
右
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
の

　

知
識
お
よ
び
能
力
を
有
す
る
者

▼
雇
用
期
間
＝
平
成
20
年
９
月
１
日

　

～
平
成
21
年
３
月
31
日

▼
時
給
＝
１
千
３
０
０
円
（
通
勤
手

　

当
有
）

　
　
　

谷
和
原
庁
舎
産
業
政
策
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
８
１
４
３
）

■
学
校
教
育
課（
学
校
用
務
員
な
ど
）

▼
募
集
職
種

①
学
校
用
務
員

②
小
・
中
学
校
給
食
準
備
員

▼
勤
務
内
容

①
施
設
内
外
の
清
掃
お
よ
び
給
食
準

　

備
な
ど

②
給
食
準
備
な
ど

▼
募
集
人
員
＝
①
～
②
と
も
１
人

▼
勤
務
時
間

①
午
前
８
時
～
午
後
５
時
（
内
５
時

　

間
勤
務
）

②
午
前
11
時
～
午
後
２
時
（
内
２
時

　

間
30
分
勤
務
）

▼
受
験
資
格
＝
①
～
②
と
も
満
55
歳

　

以
下
の
方

▼
雇
用
期
間
＝
平
成
20
年
４
月
１
日

　

～
平
成
21
年
３
月
31
日

▼
勤
務
場
所
＝
①
～
②
と
も
小
学
校

　

お
よ
び
中
学
校

▼
時
給
＝
①
～
②
と
も
８
４
０
円　

　
（
通
勤
手
当
有
）

　
　
　

谷
和
原
庁
舎
学
校
教
育
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
８
２
０
１
）

■
幼
稚
園

▼
募
集
職
種
＝
担
任
教
諭
（
資
格
取

申
問

申
問

申
問

　

得
者
お
よ
び
資
格
取
得
見
込
者
）

▼
勤
務
内
容
＝
ク
ラ
ス
担
任
と
し
て

　

園
児
の
保
育
に
あ
た
る

▼
募
集
人
員
＝
３
人
程
度

▼
受
験
資
格
＝
満
50
歳
以
下
の
方

▼
雇
用
期
間
＝
平
成
20
年
４
月
１
日

　

～
平
成
21
年
３
月
31
日

▼
勤
務
時
間
＝
午
前
８
時
30
分
～
午

　

後
５
時
15
分
（
時
間
外
勤
務
、
休

　

日
出
勤
な
ど
も
有
）

▼
勤
務
場
所
＝
幼
稚
園

▼
時
給
＝
９
８
０
円（
通
勤
手
当
有
）

　
　
　

谷
和
原
庁
舎
学
校
教
育
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
８
２
０
１
）

■
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

▼
募
集
職
種
＝
調
理
員

▼
勤
務
内
容
＝
給
食
調
理
作
業
お
よ

　

び
食
器
具
類
の
洗
浄
な
ど

▼
募
集
人
員
＝
４
人
程
度

▼
受
験
資
格
＝
満
55
歳
以
下
の
方

▼
勤
務
時
間
＝
午
前
８
時
～
午
後
５

　

時
（
内
６
時
間
勤
務
）

▼
勤
務
場
所
＝
伊
奈
学
校
給
食
セ
ン

　

タ
ー
ま
た
は
谷
和
原
学
校
給
食
セ

　

ン
タ
ー

▼
雇
用
期
間
＝
平
成
20
年
４
月
１
日

　

～
平
成
21
年
３
月
31
日

▼
時
給
＝
８
９
０
円（
通
勤
手
当
有
）

　
　
　

谷
和
原
庁
舎
学
校
教
育
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
８
２
０
１
）

申
問

申
問

障
害
者
を
対
象
と
し
た

市
嘱
託
職
員
募
集

　

市
で
は
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進

を
図
る
た
め
、
次
の
職
種
に
つ
い
て

障
害
者
の
方
を
嘱
託
職
員
と
し
て
募

集
し
ま
す
。

■
市
民
窓
口
課

▼
募
集
職
種
＝
一
般
事
務

▼
勤
務
内
容
＝
窓
口
受
付
事
務

▼
募
集
人
員
＝
１
人

▼
受
験
要
件
＝
自
力
で
歩
行
が
で
き
、 

　

か
つ
、
介
護
者
な
し
に
事
務
職
と

　

し
て
職
務
遂
行
が
可
能
な
方
で
、

　

次
の
要
件
を
満
た
す
方
が
申
し
込

　

み
で
き
ま
す
。

・
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け

　

て
い
る
方

・
通
常
の
勤
務
時
間
（
原
則
と
し
て

　

週
40
時
間
、
１
日
８
時
間
）
に
対

　

応
で
き
る
方

・
パ
ソ
コ
ン
の
操
作
が
で
き
る
人

▼
勤
務
時
間
＝
午
前
８
時
30
分
～
午

　

後
５
時
15
分

▼
雇
用
期
間
＝
平
成
20
年
４
月
１
日

　

～
平
成
21
年
３
月
31
日

▼
時
給
＝
８
４
０
円（
通
勤
手
当
有
）

　
　
　

伊
奈
庁
舎
人
事
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
１
２
２
０
）

申
問

◇◆市役所代表番号◆◇
　　☎ 58 - 2111（伊奈庁舎・谷和原庁舎共通）
　※旧谷和原村役場の番号（☎ 52 - 3141）にかけてもつながりますが、
　　谷和原庁舎への直通電話ではありません。（最初に伊奈庁舎の電話　
　　交換室につながり、その後各課に転送されます。）　


